
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２５年１２月２５日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

2   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日

1 2号機
タービン建屋大物搬入口シャッター巻き上げ装置収納箱において、脱落のおそれを確認したた
め、当該収納箱を点検・修理。
なお、当該シャッター付近への立ち入り制限および収納箱の落下防止措置を実施。

ＧⅢ 12月24日

2 その他
搬出物品確認申請書・確認書において、誤記（工具の取扱区分を「再使用」にすべきところ「構内
保管」で記載）が確認されたため、当該申請書の取扱区分を修正。

ＧⅢ 12月22日

２０２５年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２５年１２月２５日（木）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に
必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。
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